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はじめに 

平成 28年 4月に起こった熊本地方を襲った大地震により、熊本県、大分県などを中心に

九州地方の広い範囲で死傷者や家屋の倒壊、火災、土砂災害などが多数確認され、壊滅的

な打撃を受けた。京都市からも救援部隊が駆け付けて人びとの救助にあたり、その後のま

ちの復興にも力を貸している。 

1カ月ほど経った時、避難所で避難生活を送る被災者のために、地元の吹奏楽グループが

被災者が一時辛さを忘れるような音楽を演奏し、大変好評であったということが新聞で伝

えられた。まさに文化芸術が被災者の心を癒した例と言えるが、こうした音楽や演劇が辛

い渦中にある人たちの「役に立つ」例は東日本大震災の時にも見られた。 

本年度の調査研究は、この事例をヒントに、こうした地震等災害の被災者を初め、障害

者や病院患者、後期高齢者など「社会的弱者」に対して美術や音楽、演劇といった文化芸

術がどれほどのケアを果たし得るのか、またその効果的なあり方や、そのために行政がで

きることは何かといったことについて調査研究することを目的とした。 

ただ、ヒアリング調査の過程で有識者からは「社会的弱者とは誰か」という定義を明確

にすべきとの意見が出された。身体的・知的障害を持つ人や高齢者、幼い子どもだけでな

く、経済格差の広がりの中で貧困にあえぐ経済的弱者、さらには子育て世代の母親、果て

はアートを支える若者こそが「社会的弱者」とも指摘された。 

しかし、こうした社会的な困難を抱える「弱者」すべてを対象として調査を行うことは

時間的に不可能であるため、今年度はとりあえず、我が国において、これまで十分とは言

えないまでも生活全般に福祉制度が整い、また文化芸術活動という分野についても社会的

な対応がなされてきた身体的・知的障害者についての政策や、震災被災者や長期療養中の

子どもたち等を対象とした「アート・プロジェクト」の具体的事例を見る中から、広い意

味での「社会的弱者」に対してアートがケアできることを考察した。 

「アート・プロジェクト」とは、アートを媒介に地域を活性化しようという取組みであ

る。これは芸術作品そのものより制作のプロセスを重視し、美術館やギャラリーから出て

社会的文脈でアートを捉え、アートを媒介に例えば過疎地や商店街の活性化を試みるとい

った動きであり、近年活発になりつつある。東京オリンピック・パラリンピックに向けて

各地での「文化プログラム」においても同様の試行が企図されている。アートを社会的文

脈において捉えるという考え方の上に本調査研究の問題意識もあるが、京都市が持てる文

化芸術資源を活かしながら、社会的弱者のために何ができるかを最後に提言した。 

調査研究にあたっては、この分野に詳しい 2 名の有識者にヒアリング調査を行った。こ

こに改めてお礼申し上げる次第である。 

京都市会議員  国本 友利 

  



2 

１．文化芸術による社会的弱者支援の動向 

国や地方自治体の「文化芸術による社会的弱者支援」の取組としては、これまで「障害

者」を主たる対象とした施策として取り組まれてきた。必ずしも「社会的弱者」すべてを

対象としたものではなく「福祉」の脈絡での施策ではあるが、法制度や施策のあり方など

を参考にするとともに、そこから見えてくるものがあると考え、初めにレビューした。 

（1）近年の国の取組 

初めに、国の障害者の芸術活動支援の近年の主な動向について見る。 

従来この分野の取り組みは、主に厚生労働省と文部科学省において取り組まれてきた。

まず厚生労働省においては、平成 13（2001）年より毎年各県巡回で「全国障害者芸術・文

化祭」というイベントを開催していることが上げられる。イベントの目的は、すべての障

害者の芸術及び文化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の

障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与することである。年間

3,000～4,000万円程度の予算で実施している。 

次に、芸術文化活動等を行うことにより障害者等の社会参加を促進することを目的とし

た「芸術・文化講座開催等事業（地域生活支援事業）」がある。実施主体は都道府県、市町

村で、障害者等の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設け、障害者等の創作

意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行うものである。また、活動を行ってい

る障害者等を把握し、その名簿を作成するとともに民間活動の情報収集して発表の場の情

報提供等の支援を併せて行う。地域生活支援事業 460億円の一部が活用される。 

その他、「国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）における障害者の芸術・文化の発信」

として、先進事例の調査研究や、活動団体に対する専門家によるアドバイス等を行ったり、

「障害者総合福祉推進事業」として、障害者施策全般にわたる課題について現地調査によ

る実態の把握等を通じた提言を得たり、さらに「障害者自立支援対策臨時特例交付金」と

いった施策が実施されている。 

一方、文部科学省においては、障害のある方による文化芸術活動の取組を支援すること

は、文化芸術そのものの振興につながるものであり、大変意義があるという基本的考え方

がある。また、平成 23（2011）年 2 月閣議決定された「文化芸術の振興に関する基本的な

方針」（第 3 次基本方針）においても、「障害者等の文化芸術活動を支援する活動を行う団

体等の取組を促進する」ことを記載している。 

取組例としては、全国高等学校総合文化祭の一部門として「特別支援学校の生徒による

美術作品等の展示会や舞台芸術の発表支援」を行ったり、「地方公共団体が企画する優れた

文化芸術の創造発信事業に対する支援」を行う中で、申請・審査を通じて障害のある方が

行う活動を支援したりしている。また、前述の厚生労働省「全国障害者芸術・文化祭」へ
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の後援や、芸術文化振興基金による「芸術団体等が行う芸術の創造普及活動等に対する支

援」、全国特別支援学校文化祭に出品された優秀作品のインターネットへの掲載、国内映画

祭等に対する「字幕・音声ガイド付き映画の上映等、鑑賞環境をサポートするバリアフリ

ー上映活動」といった側面的な支援施策を行っている。 

次節では、文部科学省、厚生労働省共同の取組について見る。 

（2）障害者アート推進のための懇談会 

平成 19（2007）年 12月、文部科学省と厚生労働省とが連携・協力して「障害者アート推

進のための懇談会」が設置され、「社会に生きる人たちすべてがかけがえのない存在として

大切にされ、自分の個性や才能をいかしながら、社会に参加・貢献できる『ぬくもりのあ

る日本』の実現を目指し、障害のある方々による自由な芸術活動を推進するため、広く関

係者が意見交換を行い、必要な社会的取組について提言を行」った。この分野は文化分野、

学校教育分野、福祉分野を横断する課題が想定され、その意味で文部科学省と厚生労働省

との連携は望ましい体制である。平成 20年 6月までに 6回の懇談会が開催されている。 

そして、平成 20 年 6 月「ぬくもりのある日本、みんなが隠れた才能をもっている～障害

のある人たちが創造するアート～」という報告書が出された。それまで障害者による芸術

活動は、余暇的活動を中心とした生きがいづくりや、リハビリ向上のためのものなどが主

で福祉関係者のみによる活動であったものが、芸術関係者による関心の高まりを受けて、

「より開かれた」ものになったと見ることができる。しかし、表題の文言や報告書に挿入

されている障害者アートの作品からは、こうした優れた才能があるということを世間に知

らしめたいという意図が感じられる。 

報告書では、冒頭で「障害のある人たちが創造するアート」の名称と定義については、

それまで「アール・ブリュット」や「アウトサイダー・アート」といった概念・表現は用

いられてきたものの定着した名称がなく、懇談会でもさまざまな意見が交わされたが、結

局厳密な定義はせずに「障害者アート」という名称を用いる、としていることが興味深い。 

内容は、 

1）「障害者アート」の名称、定義、範囲 

2）「障害者アート」を推進する意義 

3）「障害者アート」を推進するための具体的方策 

という構成で、本文は 5 ページ程度の短いものであるが、資料編には各委員の提言や懇談

会での各委員の提出資料がすべて添付されている。 

「推進する意義」としては、 

・障害のある人たちの優れた作品は現代美術の世界に大きなインパクトを与えてお

り、「障害者アート」の芸術性を高めていくことにより、現代美術のさらなる振興
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を期することができること 

・それは作り手を社会的に支援することにつながり、才能のある芸術の担い手とし

て認められることで、社会参加が促され、（生計面で）自立した生活も実現可能に

なること 

の大きく 2点が上げられ、「具体的方策」として 

1）芸術としての「障害者アート」 

2）普及啓発・鑑賞機会の拡充 

3）福祉の場における芸術活動の支援 

4）その他 

の 4 つの観点から計 12 の個別方策が掲げられている。1）では、作品の収集・収蔵状況の

調査研究、美術館の学芸員等との連携、大学・大学院等における人材育成、2）では、展示

への支援、国の庁舎等における展示、国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭の活用等、3）

福祉の場における芸術創造活動の実態調査、そのための環境づくり等、4）では、障害者の

芸術鑑賞機会の拡充等が提言されている。 

人材育成や展示・鑑賞への支援とともに、作品収集や創作活動の実態等についての「調

査研究」が上げられ、この施策分野における基礎的情報の不足という実態をそこから読み

取ることができる。 

（3）障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会 

また、平成 25（2013）年 6 月には、同様に文化庁と厚生労働省共管による「障害者の芸

術活動への支援を推進するための懇談会」が開催されている。「懇談会」のメンバーは、青

柳正規国立西洋美術館長等 12名の有識者で構成され、中には障害者の芸術活動支援に携わ

る社会福祉法人やＮＰО等の代表者が含まれている。 

懇談会発足の趣旨は、 

「芸術活動は障害者にとって重要な社会活動の一つであり、これまでも主に福祉的観

点から支援が図られてきた。近年では、既成の概念にとらわれないその芸術の特性が、

国内外において一定の評価を受けるようになってきており、芸術活動を通じた障害者

の社会参加の一層の促進が期待されるとともに、その芸術の特性は、芸術文化一般の

発展に寄与する可能性を秘めていると考えられる。一方で、芸術活動に取り組む障害

者やその家族、支援者等に対する支援や、障害者による芸術作品の価値が認知され、

展示等につなげていくための取組等が未だ十分であることから、障害者の芸術活動に

関して一層の支援を図るため、有識者による専門的な検討を行う。」 

というものである。懇談会での検討事項は、趣旨の後半に記された「障害者、その家族、

支援者等に対する支援」と「障害者の芸術作品の展示等を推進するための仕組み」の 2 点
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に絞られており、それは先の「障害者アート推進のための懇談会」での提言を一歩前進さ

せようという課題意識を表していると言える。 

そして、同年 8月、3回の懇談会を経て早くも「中間取りまとめ」が公表されている。 

「中間まとめ」は、初めに「共生社会実現の上で非常に重要。優れた作品は芸術文化の発

展に寄与する可能性を有する」という意義を謳い、次に「支援の方向性」として、「視野を

広げる」という視点と「優れた才能を伸ばす」という視点を踏まえ、仕組みづくりをして

いくことが重要としている。「概要」は別表のとおりである。 

特に「地域において障害者の芸術活動を支援する人材」や「障害者の芸術作品の評価・

発掘、発信等を行う人材」といった「人材育成」に関わる項目、また「障害者の芸術作品

に関する権利保護」、「作品の販売や商品化への支援」といった「文化芸術の経済化」につ

いての項目が具体的に記述されており、前の「障害者アート推進のための懇談会」での提

言より 1 歩進んだ記述となっている。「中間まとめ」ではなく、「最終まとめ」に向けての

今後の審議継続とその公表が期待される。 

『平成 26年版障害者白書』（内閣府）には、「第 6章 日々の暮らしの基盤づくり」に「5

スポーツ・文化芸術活動の推進（第 1節 生活安定のための施策）」として、スポーツ振興

とともに「文化活動」について記述されているが、わずか 1ページにすぎない。障害者に

関わる施策については他に記述すべきことが膨大にあり、文化活動の振興についてはこの

程度の扱いなのは仕方ないのかも知れない。 

そこには、障害のある人による芸術活動の展覧会や講演が各地で開催されるようになっ

ていることや、国立文化施設の入場料無料化といった対応の現況、全国障害者芸術・文化

祭の開催といったことが記されている。そして、最後に「平成 25年に開催された「障害者

の芸術活動への支援を推進するための懇談会」中間とりまとめを受け、平成 26年度からは

芸術活動を行う障害者やその家族、福祉事務所等で障害者の芸術活動の支援を行う者を支

援するモデル事業を実施するなど、障害者の文化芸術活動の振興を深める取組を行ってい

る」と結んでいる。 

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けての機運の盛り上がりにより、

オリンピックだけでなくパラリンピックへの関心を高めようという動きがある。また、2020

年まで毎年さまざまな文化行事を全国で開催する、地域性・多様性に富みレガシーを創出

するという「文化プログラム」においても、一定の予算がついて障害のある人の文化芸術

活動に焦点をあてた催しも企画されている。東京オリンピック・パラリンピックという機

会は、障害者アートの存在を知らしめるだけでなく、文化芸術によるさまざまな「弱者」

の支援のあり方を創出していく千載一遇のチャンスとも考えられる。昨夏の「障害者の芸

術文化振興議員連盟」という超党派国会議員による文化庁への障害者の文化芸術活動の振

興についての申し入れも、そうした問題意識に基づいた動きと推測される。 
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 障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会 中間取りまとめ 概要   

1.障害者の芸術活動の意義 

・共生社会実現の上で非常に重要。優れた作品は芸術文化の発展に寄与する可能性を有する。 

2.障害者の芸術活動への支援の方向性 

（支援の方向性） 

・「裾野を広げる」「優れた才能を伸ばす」という 2つの視点を踏まえ、仕組みづくりを行う。 

（障害者の芸術作品を発信する様々な活動とその支援の在り方） 

・近年「アール・ブリュット」活動は、国際的にも高く評価される作品が生まれている。 

・「アール・ブリュット」は様々な観点から大きな意義を有しており、今後も一層の推進が望ま

れる。 

・「アール・ブリュット」以外の活動も、社会参加の促進等の観点から大きな意義を有している。 

・様々な概念・呼称で取り組まれている活動はそれぞれに尊重されるべきで、支援の対象とする。 

3.障害者の芸術活動への具体的な支援のあり方 

（1）障害者、その家族、支援者等に対する支援の在り方について 

（相談支援の充実） 

・身近な地域で障害者本人やその家族等が支援機関に相談できる体制を確保することが望まれる。 

（障害者の芸術作品に関する権利保護） 

・作品の権利保護のため、所有権の取扱いに関するガイドラインの作成・普及等を図っていく。 

（地域において障害者の芸術活動を支援する人材の育成） 

・理解し支援する人材は重要で、福祉機関等職員が芸術分野の人と交流し理解を深め支援方法を

学ぶ。 

（2）障害者の優れた芸術作品の展示等を推進するための仕組みについて 

（優れた芸術作品の評価・発掘、保存、展示機会の確保等） 

・美術関係者と福祉関係者が協働で優れた芸術作品を評価・発掘し、保存場所等の課題も検討す

る。 

（作品の販売や商品化への支援） 

・作品の販売や二次利用による商品化は自立に向け重要で、先進的取組のノウハウを普及してい

く。 

（優れた芸術作品の評価・発掘、発信等を行う人材の育成） 

・作品の評価等を行う人材の育成が必要。美術関係者の障害者の芸術への理解を深める取組を行

う。 

（障害者の芸術鑑賞のための環境づくり） 

・障害者が鑑賞しやすい環境づくりを進め、障害者の鑑賞活動の支援という観点にも配慮する。 

（3）関係者のネットワークの構築等について 

・関連福祉機関や学校の職員と美術関係者等とのネットワーク構築により相互に連携・協力する。 

・ナショナルセンターの議論は、各地域での現場支援や作品評価・発掘等機能の強化を図り、拠

点化を進め、全国的ネットワークとして結びつける方向を目指すことが重要。 
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（4）地方自治体等の取組 

①「地域アート」の展開 

地方自治体等の障害者の芸術活動支援の動向として、さまざまな実践例があるが、ほと

んどが「福祉」の枠組みの中で実施されている。特に平成 16（2004）年の障害者基本法の

改正により設置された、12 月の「障害者週間」（12月 3～9日）において、都道府県や政令

都市独自の作品展や音楽会、市民交流事業、啓発事業など関連の取組みが集中している。 

一方、障害者の文化芸術活動振興も含め、地方創生の流れの中で注目されるのが「地域

アート」と呼ばれるアート・プロジェクトの展開である。例えば、昨年（平成 28年）では、

「瀬戸内国際芸術祭 2016」（3月、7月）、「あいちトリエンナーレ」（8月）、「KENPOKU ART 茨

城県北芸術祭」（9月）、「さいたまトリエンナーレ 2016」（9月）、「岡山芸術交流 Okayama Art 

Summit 2016」（10 月）など大型イベントが目白押しであった。政府が進め地方が担う地方

創生の施策の中で、芸術祭のようなアート・プロジェクトは、地域住民も参加して盛上げ

地域外から人を呼び込み、開催する自治体も「芸術のまち」という良いイメージを与えら

れることから、自治体も事業費や人材を供出しやすく、地域住民も受入れやすい。 

中でも成功モデルとされるのが、新潟県（十日町市・津南町）の「越後妻有 大地の芸術

祭」と香川県の「瀬戸内国際芸術祭」である。「越後妻有 大地の芸術祭」は 2000 年から、

「瀬戸内国際芸術祭」は 2010年からいずれも 3年に 1度（トリエンナーレ）開催されてい

る。越後妻有は山里や田園に、瀬戸内は浜辺や集落などに現代アートが置かれ、素朴な自

然の中に点在する作品を見て回る広域の芸術祭である。地域や地域外からの人たちがボラ

ンティアやサポーターとして、作品の設置や案内を引き受ける。こうした広域型の芸術祭

は旅の要素が強く、里山や島の自然も含めてアート作品になっており、そこを周遊する楽

しみがある。越後妻有も瀬戸内も「アートを巡る旅」の聖地としてリピーターも多いとさ

れる。 

関西でも兵庫県たつの市の「龍野アートプロジェクト 2016 国際芸術祭」や、奈良市ほか

奈良県内 4地区での「はならぁと 2016」などが 2016年に開催された。いずれも現代美術で

はなく、美術はわき役に回る音楽が主役の芸術祭である。今年平成 29（2017）年 9 月には

京丹後市で「丹後アートキャンプ 2017 ―音のある芸術祭」が開催予定である。障害者を含

む「弱者」を意識した地域アートのさらなる展開が期待されるところである。 

②京都府の取組 

本節では地元京都府の施策について見ることとする。 

京都府における障害者の文化芸術活動振興施策としては、平成 27（2015）年 4 月に施行

された「京都府 障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり

条例」を第一に上げねばならない。「府と事業者は、障害者差別解消法及び障害者雇用促進

法で禁止された差別的取扱をすることによって、障害者の権利利益を侵害してはならない」
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という「不利益取扱いの禁止」や「社会的障壁の除去のための合理的な配慮」、「相談体制」、

「不利益取扱いに関する助言、あっせん」、「共生社会の実現に向けた施策の推進等」とい

う 5つの条項からなっており、「共生社会の実現」という大きな枠組みの中で障害者の文化

芸術活動の推進が位置付けられ、施策の推進が図られている。 

施策としては、条例制定の以前の平成 7（1995）年度以来、「障害者の文化芸術活動を通

じた社会参加の促進」をテーマとして、障害者の芸術作品を一堂に展示する「とっておき

の芸術祭」を開催している。府市協調で京都府や京都市などでつくる実行委員会が催し、

平成 28（2016）年で 22回目を迎えた。毎年障害者週間（12月 3～9日）に合わせて開催さ

れている。平成 28年は絵画、陶芸、写真、書道、俳句、川柳、諸工芸の 7部門に 598点が

寄せられた。7 部門それぞれで知事賞や市長賞、会長賞など計 55 作品が入賞作として表彰

されている。 

また、平成 23（2011）年に国民文化祭関連行事として実施された障害者アートの展覧会

「スーパーポジティブ」が注目される。「京都障害者芸術祭」として実行委員会が組織され、

事務局は京都府におかれた。「超肯定」と翻訳できる造語を「特定の行為やイメージ、物質

に強い愛着を持ち、それらを介して世界を超肯定的に捉える姿勢」と定義し、そのような

姿勢で作品制作を続けてきた 24名のアウトサイダーアーティストたちの作品を一堂に集め

た。難解な展覧会のコンセプトではあるが、解説には「障害のある人たちのユニークな創

作行為によって生み出されたバラエティ豊かな作品群は、私たちの感覚を刺激し、常識を

揺さぶります。そして、現実世界との関わり方のカタチは人それぞれで、決してひとつで

はないということを教えてくれるでしょう」とある。11 月の 3 日間、日図デザイン博物館

での 1 回きりの展覧会であったが、各方面からの高い評価を得た。「とっておきの芸術祭」

優秀作品展も同時に開催され、京都市美術館にも巡回された。 

京都府はこうした実績を活かし、平成 24年度から障害のある人の芸術に日常的に触れる

環境を整備するため、みずのき美術館（亀岡市）を常設会場とした「アールブリュッ都ギ

ャラリー」を実施している。みずのき美術館は、障害者支援施設みずのき（京都市右京区）

で 1964年に開始された絵画教室がもとになっており、教室で制作された作品は国内外で高

い評価を得ていた。平成 24年 9月に第 1回企画展が開催され、それ以来毎年テーマを決め

て実施されている。「アール・ブリュット」は先にも少し触れたが、フランス語で「生（き）

の芸術」を意味し、既存の美術教育を受けておらず、芸術的な知識を有していない人たち

によって表現された創作物で、京都府アールブリュッ都ギャラリーでは、そうした分野で

活躍するアーティストとのコラボレーションやクラフト、プロダクトデザインの販売など、

美術の枠を超えた表現活動を支援する。 

③「共生社会実現に向けた文化芸術推進プラン」 

平成 27（2015）年 4月の「条例」施行に合わせ、京都府は平成 26年度に「共生社会実現

に向けた文化芸術推進プラン」を策定した。京都府内の障害者数（手帳取得者数）は年々
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増加している現状を踏まえ、京都府はこれまでに見たような障害者の文化芸術活動促進の

ための事業を進めてきたが、このような活動を今後いっそう社会全体で支援していくため

のプランである。そこには以下のような課題を抱えていることが記されている。 

1）制作・活動の支援 

・福祉事業所でアート活動の支援に保護者や職員等がどのように関わるのか試行錯誤

の状況。能力があっても機会がないことが多く、きっかけづくりの場所等の必要等 

・作品の劣化と散逸の両面から原画の保存の問題。優秀な作品は行政が積極的に収集

し、適切に保管・保存すべき等 

2）情報の発信 

・府民誰もが気軽にいつでも、質の高い作品に接する環境整備が大切で、障害者アー

トの展示拠点をつくるべき。受け手を育てる視点、両者をつなぐ送り手も重要等 

3）作品の調査・活用 

・作品を客観的に評価できるシステムの必要。これまでの作品や学校・施設での取組

などの調査が必要。「クリエイティブ・コモンズ」の活用等 

4）関係機関によるネットワーク構築・交流の促進 

・障害者アートの企画や取組が盛んになっているが 1 つにまとまっていない。コアと

なる組織・人材が必要。担い手や支援者が継続して集える場所の確保等 

こうした課題を解決していくために、「プラン」は、大学、芸術家、福祉事業者、企業、

美術館、市町村その他の関係機関等で構成する、オール京都体制により障害者の芸術活動

を支援する「きょうと障害者文化芸術推進機構」を創設するとしている。 

この「推進機構」は 

1）創作活動の支援と未来への継承～「機構」のプロデューサー（大学教授等）を中心

に「人材育成」や「創作活動の場」の整備など、障害者の文化芸術活動の土壌を支

援 

2）作品の活用と情報発信によるアートのあるくらし～誰もが身近な暮らしの中でアー

トに触れることができるよう、情報発信の拠点や障害者アートの貸出システム等を

整備し、文化のある豊かな人生を応援 

3）障害のある人とない人の協働による大交流～分野を問わない多様な芸術家による交

流や、障害のある人とない人との共同による総作活動を応援し、真の「共生社会」

の実現を関西から発信 

という 3つの柱による事業展開を企図している。平成 27年度に「推進機構」を創設すると

ともに、アートサポーターの育成、福祉事業所等の職員に対する研修会の開催等、28 年度

にはオープンアトリエ制度の創設、アートサポーターの訪問アドバイス開始等、29 年度に

は共生の芸術展（ビエンナーレ／トリエンナーレ）の開催やアートバンクシステムの構築、

障害者文化芸術活動拠点の設置等が予定されている。「きょうと障害者文化芸術推進機構」
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は平成 27（2015）年 12 月に創設され、その活動拠点として「art space co-jin」（ギャラ

リー兼事務所）は翌年 1月に上京区河原町荒神口に開設された。 

④京都市の取組 

京都市にあっては、「京都とっておきの芸術祭」など基本的に京都府と府市協調のもとで

障害者の文化芸術活動支援に取り組んでいる。かねてより京都市においては、市立養護学

校や小中学校特殊学級の合同作品展や、障害のある児童・生徒や市民の作品を一同に展観

する場が早くから設けられていた。しかし、先の京都府の「プラン」が上げた課題と同様、

活動主体間のつながりがなく、才能のある人を伸ばしたりする機会や場がなかった。近年、

福祉施設において少しずつそうした活動が出始め、市立の総合支援学校において制作活動

に取り組む活動が見られる。 

そうした動きの中で、平成 23（2011）年に設立されたＮＰО法人障碍者芸術推進研究機

構（天才アート KYOTO）の活動が特に注目される。「天才アート KYOTO」は、障害のある人

の表現能力や作品の価値に気づき、学齢期から生涯にたって継続して制作活動のできる場

の確保や、作品の芸術的価値やデザイン化活用の支援と、そのために必要な様々な事業や

取組を推進・研究することを目的として設立されたＮＰОである（以上、障碍者芸術推進

研究機構ホームページ「設立の経緯」より抜粋）。 

「天才アート KYOTO」は、以下のような活動と事業を進めている。 

1）芸術活動の場の提供と制作環境の整備と支援、特別支援学校や就労福祉施設との連携 

2）作品の収集と保存並びにデジタル画像の記録と作家別データベースの構築 

3）作品の公開・展示による芸術的価値の評価・理解の促進と、生み出された作品につ

いて、 

（ア）作品原画の販売代理 

（イ）作品画像のデザイン活用 

（ウ）商品化等のための作品等著作権の管理及びライセンス提供など 

4）障碍のある人の芸術能力等を活用した新たな就業形態の開発並びに雇用機会の創出 

5）表現・制作過程の研究を行うために、関連する団体・機関等との協働研究又は受託・

委託研究 

6）障碍者芸術の推進・研究を通じて広く世界の芸術の発展に寄与するための情報提供 

「四条・新道アトリエ」を拠点として月 2 回のペースで制作会を開催するとともに、毎

年行う作品展示事業「天才アート展」や、また工事現場のフェンス等にアーティストの作

品を飾る「青空美術館」（期間限定）を開催したり、作品保存等の活発な活動を行っている。 

また、平成 18年 4月に施行された「京都市文化芸術都市創生条例」に基づいて策定され

た「京都文化芸術都市創生計画」では、幅広い施策の中に障害者の文化芸術活動支援が位

置付けられており、現在策定中の「第 2期 京都文化芸術都市創生計画」（平成 29年 3月策

定予定）でも、新たに「社会的包摂」という概念が盛り込まれ、文化芸術計画の中で障害
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者支援が位置づけられていることが大きな特徴と言える。「計画の方向性」として 

1）暮らしの文化や芸術に対する豊かな感受性を持った人々を育む 

2）多様な文化が根付く暮らしの中から、最高水準の文化芸術活動を花開かせる 

3）京都の文化芸術資源を活用し、文化を基軸にあらゆる政策分野との融合により、新

たな価値を創造する 

4）様々な文化交流を推進し、京都の魅力を発信する 

が上げられ、特に 1）において「市民が文化芸術に親しむ」という政策項目があり、その施

策・事業の中に、 

①福祉施設に芸術家を派遣する等、社会的に困難を抱えている人々に対して、文化芸

術の力を活用して社会参加の機会を充実する「社会包摂」の取組の推進 

②ＮＰО法人「障碍者芸術推進研究機構」との協働による傷害のある方の文化芸術活

動支援 

が上がっている。福祉計画としてではなく、このように文化芸術計画の一環で障害者の文

化芸術振興が位置付けられることは、質の高い芸術創作を積極的に評価することにつなが

り、きわめて望ましいことと考えられる。 

以上のように、文化芸術都市・京都においても、オール京都で障害のある人の文化芸術

活動支援を行っていこうという取組がなされつつあり、府・市、関係機関が一体となって

盛り上げていく必要があるが、一方ですでに見たように、課題も少なくないという状況で

ある。 

ところで、直接的な障害のある人の文化芸術活動支援とは別に、京都市は、本年（平成

29 年）2 月、平成 29（2017）年度からアーティストらが京都に暮らして活動できるよう、

芸術文化に関する仕事の紹介やイベント派遣の取組みに乗り出すと発表したことが注目さ

れる。市の芸術家支援組織のホームページに仕事紹介の情報コーナーを設け、若手が受注

できるようにするというものである。もともと芸術系大学の多い京都にあっては、その卒

業生がマーケット規模の大きな首都圏に拠点を移してしまうことが課題となっており、京

都にとどまって創作発表や生活が維持できるような環境を整えることが狙いと言う。「商店

街のシャッターへのイラスト作成、地域で行われるイベントの舞台出演、文化的な公演の

批評といった仕事の情報を HPに無料で載せる」としており、現実的に有効な手立てと評価

できる。しかし、新たなマーケットを創出し、アーティストの卵たちも「食べていける」

仕事のあるクリエイティブ産業、コンテンツ産業の領域を広げていかない限り、根本的な

課題解決には至らない。クリエイティブ産業創出――それは京都にとってきわめて大きな

課題であるが、こうしたアーティストの卵の中から障害者ほか社会的弱者の文化芸術らよ

る支援に携わる人材の創出が期待されるところである。  
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２．事例研究 

本章では、文化芸術が一定の社会的影響を与えた 3つのプロジェクト事例を取り上げる。

3つの事例が対象とするのは、「震災被災者（被災地）」、「病院子ども患者」、「認知症高齢者」

という社会的弱者である。 

（1）震災復興支援:エイブル・アート・ジャパン 

①事業の目的 

「エイブル・アート」（可能性の芸術）という概念は、現在の「エイブル・アート・ジャ

パン」の播磨靖夫氏らによって平成 7（1995）年に初めて唱えられた。ここには「障害者芸

術」や「障害者アート」と呼ばれる限られた芸術分野を指す言葉に対して、障害者の芸術

活動を既存のアートと異なる可能性を持つものとして捉え直すことにより、アートそのも

のに新たなフロンティアを拓いていくというダイナミズムの意味が込められている。活動

の内容については播磨氏へのヒアリング調査の記録にも表われているが、「エイブル・アー

ト・ジャパン」は「社会の芸術化、芸術の社会化」をキーワードに活動するＮＰО法人で

ある。基本的には、障害のある人たちが表現活動を通じて社会に新しい芸術観や価値観を

つくることを目的に、自由な表現の場やしくみづくり、作品を発表・販売する環境づくり、

美術作品や舞台芸術等にアクセスするための環境づくりを行っている。 

②沿革と概要 

平成 6（1994）年に福祉施設等における障害者の表現活動支援団体のネットワーク組織「日

本障害者芸術文化協会」として設立され、（一・財）たんぽぽの家（奈良市）とともに「エ

イブル・アート・ムーブメント」の牽引役として、芸術を通じて障害者の社会的活動をサ

ポートする事業を実施している。平成 12（2000）年に団体名を現在の名称に変更、平成 23

（2011）年 4月にＮＰО法人に移行した。事務所は東京都千代田区にある。 

平成 18（2006）年の障害者自立支援法の施行を機に、翌年（一・財）たんぽぽの家、Ｎ

ＰО法人まる（福岡市）と共同で、作品の二次利用を支援する中間支援組織「エイブルア

ート・カンパニー」を設立した。障害者のアートを仕事につなげることを目的に、アーテ

ィストの公募・登録、プロモーション活動や著作権管理などの事業を実施している（登録

作家数 104人・登録作品総数 10,321点、2016年 10 月現在）。たんぽぽの家に本部を置く。 

障害のある人と協働し、アート・デザイン・ビジネス・福祉の分野を超えて、新たな仕

事とはたらき方の仕組みをつくる試み「Good Job！プロジェクト」をネットワーク団体と

の共同により運営している（事業主体は一般財団法人たんぽぽの家）。障害のある人のアー

トを活かしたプロダクトや伝統産業・地場産業、地域と福祉の協働から生まれる仕事等を

紹介する「Good Job！展」（2012 年～、全国 7 箇所を巡回）、公募プログラム「Good Job！

Award」（2015年～）を実施した。2016年度には日本デザイン振興会のグッドデザイン賞金
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賞を受賞している。 

③震災復興支援「Good Job! 東北プロジェクト」 

特筆すべきは、平成 23（2011）年の東日本大震災時以降の活動である。仙台出身であっ

たメンバーの柴崎由美子氏（現代表理事）が被災地でのボランティア活動に携わりながら、

情報収集を始め、なかでも心に留まったのは障害のある人に関することで、逃げ遅れた人

の中に数多くの障害者や高齢者がいたことである。以下は、柴崎氏の論考から引用である

（タンポポの家・編『ソーシャルアート』学芸出版社）。 

3月から 4月の救命期、一時避難の過渡期を過ぎたころから、次第にボランティア活動か

らＮＰО活動のスタッフとしての活動に移行していった。これまでつながりのあった人を

訪問すると、どの訪問先にも、障害のある人のそばには寄り添う家族がいて、その周りに

は自分と同じ福祉施設職員が地元や全国からの応援団と一体となって奔走していた。 

4月からは「アートを仕事につなげる」という目標で活動していたエイブルアート・カン

パニーが中心となり、アーティストが描く作品をキャンペーン商品にしながら、その売上

をもとに被災地の福祉施設の支援活動をスタートさせる。夏には活動資金の目途が立ち、

東北での支援活動を本格化させた。2011 年度末には商品売上による自己資金は 500 万円を

達成。以後、東北事務所を設置し、被災地の福祉事業所の復興支援に当たることになる。 

いくつかの福祉施設と関わることになるが、1つの例は、宮城県山元町の共同作業所での

取組である。食品・雑貨製造、コミュニティ・カフェ、アートイベントなど、地域に根ざ

したさまざまな事業を手がける障害福祉サービス事業所で、通称「工房地球村」と言い、

約 30名の通所者がいた。震災によって、山元町でも多くの尊い命とライフラインが失われ、

急務となったのは人びとの心のケアと居場所づくりだった。震災 2 カ月後にはメンバーた

ちが施設に戻ったが、以前のような下請け作業はなく、アートによって「生きる力を取り

戻すこと」と「仕事を復興させること」を目指すプロジェクトをスタートさせたのである。 

まず町のシンボルをテーマにアート・ワークショップを実施し、そこで生まれたイラス

トをブランド開発に生かすことにした。そこで誕生した「いちごものがたり」は、メンバ

ーの描いた山元町の特産品「いちご」をモチーフとしたブランドである。かわいいデザイ

ンが評判を呼び、オリジナルの和てぬぐいは全国で 5,000 枚を売り上げるヒット商品にな

ったことを皮切りに、廃油石けんのパッケージやいちごジャムなどが誕生し、東京を始め

他の都市でも販売された。このことはメンバーの地震とモチベーション向上につながった。

月 3 回のペースのアート・ワークショップは商品開発の要であり、専任スタッフによるサ

ポートのもと表現豊かな作品が次々と生まれている。その他、仙台市青葉区や宮城県南三

陸町の福祉作業所でも同様に、障害者アートを積極的に活用する試みをサポートしている。 

平成 25（2013）年度から東北での活動の名称を「Good Job! 東北プロジェクト」とし、

ネットワーク団体との協働プロジェクトの一環として、被災地の障害者のアートと商品開

発を結びつける活動を行っている。以後の活発な活動展開は、別表の通りである。 
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平成 26～28年度は、厚生労働省「障害者の芸術活動支援モデル事業」（29年度からは「障

害者芸術文化活動普及支援事業」）に採択され、宮城県及び東北各地の障害者の芸術活動を

支援する「SOUP（障害者芸術活動支援センター＠宮城）」プロジェクトにより、参加型展示

会を核とした人材育成や、民間企業等関係者のネットワークづくりを推進している。 

 

■エイブル・アート・ジャパンの主な事業 

事業名 内 容 
事業費

（千円） 

A/A ギャラリー事業 全国の障害のある人たちの作品の展示と販売、関連企画（8 企画） 291 

A/A ショップ事業 全国の福祉施設で制作されているアートグッズの紹介・販売 770 

エイブル・アートスタジオ事業 アトリエ、セミナーなど（5 プログラム） 116 

エイブルアート・カンパニー事業 
障害のある人のアートの著作権管理 

※Good Job!センターと統合予定 
493 

鑑賞支援事業 美術作品や美術館にアクセスするための環境整備 86 

企画制作事業 モノづくりサロン、展覧会・イベントの開催支援 2382 

助成事業 
「エイブルアート・アワード」障害のある作家の公募事業。展覧会支援

（2 箇所、画材支援、小さなアトリエ支援の3 部門  
714 

厚生労働省補助事業 障害者の芸術活動支援モデル事業 11,000 

東京アーツカウンシル助成事業 障害者の芸術文化に関する情報交流事業 11,000 

（2015年事業報告書による） 

■エイブル・アート・ジャパン東北事務局の活動内容 

事業名 内 容 

Good Job！プロジェクト東北 ・デザインプロダクトの開発支援、人材育成、各団体のニーズに応じた支援活動 

《2015年度に実施した活動》 

・デザインプロダクトの開発支援（みどり工房若林[仙台市]） 

・施設建設に向けた支援（のぞみ福祉作業所[三陸町]） 

・福島連携ネットワーク事業への協力 

「SOUP（障害者芸術活動支援

センター＠宮城）」プロジェクト 

1．障害者の芸術活動に取り組むための創作活動の支援 

2．優れた作品の発掘や調査、文化的な価値を担保するための美術館等の専門

機関との連携 

3．著作権の保護と活用を目的にした専門家との研修の実施 

4．企業等と連携した作品の二次使用の試行事業 

5．障害者アートによる社会教育事業の開発 

《2015年度に実施した活動》 

・活動訪問ツアー&障害のある人と表現活動を考える語り場[石巻] 

・いしのまきアート展（参加型展示会、てつがくカフェ等）[石巻] 

・きてみてあじわうSOUP展（参加型展示会、てつがくカフェ等）[仙台] 

・著作権保護に関する研修[仙台] ほか  

東北 6 県の障害者アートの 

公募「Art to You!」 

・非営利型一般社団法人東北障がい者芸術支援機構の実施する公募事業に、

実行委員会の構成団体として参加 

（2015年事業報告書による）  
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（2）小児医療現場への導入:大阪市立大学「アートプロジェクト」 

①大阪市立大学医学部附属病院での「アートプロジェクト」 

大阪市立大学附属病院では、平成 12（2000）年から「入院して、もうかった」をキーワ

ードに、「勉強、遊び、アート」を子どもの入院生活を支える 3本柱に位置付け、小児病棟

を中心に療養環境改善事業の一環として「アートプロジェクト」を実施している。附属病

院の山口悦子准教授が中心となって、平成 15（2003）年度からは病院全体の事業として本

格的に取組を開始し、平成 18～25年度は「良質（QC）医療研究会」内にワーキンググルー

プを設置して、大阪市立大学都市研究プラザ・船場アートカフェとの連携等により病院内

でのワークショップ（年間 20～50回）や展覧会を開催した。 

当初は「社会見学」と称して、院内学級の児童生徒が検査室や輸血部といった院内立入

禁止ゾーンを探検することに始まり、プロのアーティストが数か月間かけて入院中の子ど

もたちと共同制作を行い、できたアート作品群を「院内展覧会」と銘打って外来診療スペ

ースで公開した。外来の患者や職員が子どもたちの作品を鑑賞し、賞賛する。これらの活

動では庶務課職員が陣頭指揮をとり、小児科医や小児病棟看護師を中心に病院中の部署が

協力し、「良質医療検討委員会」がバックアップする。日常診療でも、子どもたちが楽し

く不安なく医療を受けることができるよう、職員が各々工夫をこらしている。 

「アートプロジェクト」では、患者とプロの芸術家、芸術家チーム、アート NPO、アート

マネジャー等が行う共同制作を、医療従事者、病院職員、ボランティアスタッフが支援す

る。「Community-Collaborative Art（共同体の協働を志向するアート）」の概念を導入し、

医療従事者、病院職員と芸術家と患者等の協働やアートの介在による医療の質の向上を目

指す点で、従来のアートセラピーやホスピタルアートとは一線を画する。 

特に病院の中でも成長発達を続ける子どもたちにとって、辛い体験や頑張る経験と同時

に楽しい時間や創造的な活動は不可欠である。病院の職員や感じゃなどの大人たちが本気

で子どもたちに向き合い楽しんでくれる、そんな環境を提供できるならば、たとえ病院で

あっても、子どもたちにとっては素晴らしいコミュニティである。病院と言う小さなコミ

ュニティでも、大人たちの姿勢によっては、難病とともに生きていく子どもたちの生きる

力を引き出せるというわけである。 

②「アートの活用形？」の医療との連携プログラム 

こうした子どもたちの「生きる力」をアートで引き出す試みと並行して、平成 26（2014）

年からは、社会包摂型アートマネジメント･プロフェッショナル育成事業「アートの活用形?」

の「プロジェクト実践」（実際のプロジェクトに参加することで実践的な手法を学ぶプログ

ラム）の一環として、「病院を元気にするアートプロジェクト」（平成 26（2014）年度）、

「医療安全のためのアート＆デザインプロジェクト」（平成 27（2015）・28（2016）年度）

を実施した。「アートの活用形?」は、文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」の採択
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事業（2014 年度～、実施主体は文学部・文学研究科）で、被災地や貧困地域、病院や障害

者施設等、問題を抱えたり社会から遠ざけられたりしている地域や施設において、アート

を媒介として創造的に克服、解決、共存への道筋を見出すことができる人材を育成するプ

ログラムである。連続講座、プロジェクト実践、ゼミの 3 つのコースで構成される。附属

病院は連携先として実践のフィールドを提供するが、こうした人材の育成は高く評価でき

る。 

③アートが医療の質に及ぼす影響に関する実証的研究 

さらに、アートが医療の質に及ぼす影響を明らかにするために、アクション・リサーチ

の手法を用いた学術的研究の中で、アーティストによる医療安全関連の映像制作ワークシ

ョップやデザイナーの介入による QCサークル活動等も行っている。 

平成 26（2014）～28（2016）年度科研費（基盤研究 C）「芸術を応用した患者安全教育プ

ログラムの開発」では、京都造形芸術大学と連携し、大阪市立大学、京都府立医科大学、

大阪医科大学と共同で芸術的手法を用いた環境改善プログラムを開発・実施している。こ

うしたプロジェクトの成果が全国の医療施設に普遍的に取り入れられることが期待される。 
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■大阪市立大学附属病院で実施された主な「アートプログラム」の概要 

プログラム名 
実施時期 

[参加アーティスト] 
内 容 

小児科病棟プロジェクト2003

「アートもクスリ」 
  

 

前期：そちらの空はどんな

空？―とおいおそらのこう

かんにっき― 

2003年 4～9 月 

［廣瀬智央、ゴウヤスノリ］ 

空を写真に撮り、イタリア在住のアーティスト

と交換するプロジェクト。ワークショップ「そら

いろカフェ」と展覧会。 

 

後期：ようこそマイルーム

へ―スイッチ、ザ・カーテ

ン！オープン、ザ・ウィンド

ウ！― 

2003年 10 月～2004年 3 月 

［飯田紀子、松本力、岸健

太］ 

3 人のアーティストによる「カーテン」をモチー

フとしたワークショップ。 

アーティスト＠夏休みの病院 2004～2008年 7・8 月 

[中西美穂ほか] 

急性期病院病棟内でのアーティスト・イン・レ

ジデンス・プロジェクト。 

しだいテレビ 2005年 4 月～2006月 1 月 

[長谷川みづほ、岸健太、松

本力、あくつちひろ、飯田紀

子、早川満友] 

6 人のアーティストによる「自分を取り囲む環

境を読み解き、再構成し、発信する。」をテ

ーマとするワークショップ、「療養環境とアー

ト」をテーマとする展覧会。 

タングラムランドスケープ 

（Coco- A vol.4） 

2007年 1～2 月 

[花村周寛] 

改修工事中の病棟仮設壁に 10色のカッティ

ングシートによる図形シールを貼りこむイン

スタレーション・プログラム。 

空庭インスタレーション 

風のおみく詩 

（Coco- A vol.6） 

2009年 

[花村周寛、上田假奈代] 

職員のメッセージを詩にしたおみくじを装着

した風船を植木に結びつけ、患者等に持ち

帰ってもらうインスタレーション・プログラム。 

霧はれて光きたる春 

（Coco- A vol.7） 

2010年 3 月 

[ハナムラチカヒロ] 

病院ビルの6階から屋上ヘリポートまでの吹

き抜けを利用し、霧と大量のシャボン玉を発

生させるインスタレーション・プログラム。 

あなたの”いのち”を支える手 

（CocoA- Vol.8） 

2011年 2～3 月 

[森口ゆたか] 

病院の職員を取材し、働く姿と手とを撮影、

動画と展示用タペストリーを制作。映像作品

上映＋タペストリー展示による個展を開催。 

（大阪市立大学附属病院ホームページによる） 

 

■「アートの活用形?」附属病院での「実践プロジェクト」の概要 

実践プロジェクト名 
開催時期  

[参加アーティスト] 
内 容 

病院を元気にするアートプロ

ジェクト（全 6 回） 

2014年 9 月～2015年 3 月 

[森口ゆたか] 講師: 森合音 

現場の声を聴き、対話から生まれる新しい

病院のかたちを探る。 

医療安全のためのアート&デ

ザインプロジェクト（全 7 回） 

2015年 9 月～2016年 2 月 

[井上由季子] 講師: 森合音 

医療安全に的を絞り、現場の職員とアーティ

ストの対話を通じて業務改善に取り組む。 

医療安全のためのアート&デ

ザインプロジェクト（全 7 回） 

2016年 8 月～2017年 2 月 

[鯵坂兼充、宮谷陽平]  

講師: 森合音 

医療の質・安全に関わる現場の問題やニー

ズを引き出し、プランを立ち上げて実現させ

るまでのプロセスを、柔軟かつ精密で質の

高い手法を通して学ぶ。  

（大阪市立大学「アートの活用形?」公式ホームページによる） 
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■大阪市立大学「社会包摂型アートマネジメント･プロフェッショナル育成事業」の概要 

[  ]内はアーティスト、講師名、◇は連携機関 

 2014年度 2015年度 2016年度 

講座 

30名 

有料 

①アンチ・グローバリズムの地
平から[藤野一夫] 

②悲しみから生まれる可能性
[播磨靖夫] 

③いのちをつなぐアート 
[山口悦子] 

④学校とアートをむすぶ 
[井手上春香] 

⑤アートと社会的包摂、そして
アジア[中川眞] 

⑥演劇で育む想像力 
[小田中章浩] 

⑦地域とアートプロジェクト：違
和感と向き合う[藤浩志] 

⑧シビックプライドと自治から考
えるアート[嘉名光市] 

⑨アジアの現場から：タイのア
ートマネジメント[クリッティヤ
ー・カーウィーウォン] 

⑩社会的課題とアートの力 
[マット・ピーコック] 

①社会包摂型アートマネジメン
ト[藤野一夫・中川眞] 

②地域リサーチとアートプロジェ
クト[山田創平] 

③評価：評価の目的と評価指標
[大澤寅雄] 

④活動継続に向けたファンドレ
イジング：アート&ヘルス基金 
[岸本幸子] 

⑤プランニング：問題提起型ア
ートプロジェクト[芹沢高志] 

⑥実施プロセス：連鎖していく活
動と課題[相澤久美] 

①これからのアートマネジネント
[藤野一夫] 

②教育×アート 
[野村誠・小島剛] 

③医療×アート 
[山口悦子・森合音] 

④コミュニティ（地域）×アート 
[藤浩志・松尾真由子] 

⑤排除×アート 
[中川眞・上田假奈代] 

⑥アジアのアートマネジメントか
ら[ジャネット・ピライ] 

プロジェクト 

実践 

4～5 名 

無料 

Ａ：病院を元気にするアートプロ
ジェクト（6 回） 
[森口ゆたか/ 森合音] 
◇医学部附属病院 

Ａ：医療安全のためのアート&デ
ザインプロジェクト（7 回） 
[井上由季子/ 森合音] 

◇医学部附属病院 

Ａ：医療安全のためのアート&デ
ザインプロジェクト（7 回） 
[鯵坂兼充、宮谷陽平/ 森合
音] ◇医学部附属病院 

Ｂ：こども熱帯音楽祭（6 回） 
[横沢道治ほか/ 小島剛]  

◇cobonタチョナプロジェクト 

Ｂ：こども熱帯音楽祭#04（8 回） 
[梅田哲也、PIKA☆/ 小島剛] 

◇cobonタチョナプロジェクト 

Ｂ：こども熱帯音楽祭#05 
（8 回）[梅田哲也/ 小島剛] 
◇cobonタチョナプロジェクト 

Ｃ：HANAアートフェスティバル
（10 回） [sonihouseほか/ 岡
部太郎]◇たんぽぽの家アー
トセンターHANA 

  

Ｄ：「つくる」ことを軸にした共有
の場づくり（6 回） 
[薮内美佐子/ 松尾真由子ほ
か] 
◇ブレーカープロジェクト 

Ｃ：地域に根ざした創造活動拠
点の実験 2（10 回） 
[きむらとしろうじんじんほか/
松尾真由子] 

◇ブレーカープロジェクト 

Ｃ：地域に根ざした創造活動拠
点の実験 3（10 回） 
[きむらとしろうじんじんほか/
松尾真由子] 
◇ブレーカープロジェクト 

Ｅ：釜ヶ崎オ！ペラ（10 回） 
[ストリートワイズ・オペラほか
/ 上田假奈代ほか] 
◇こえとことばとこころの部屋 

Ｄ：釜ヶ崎オ！ペラ2（10 回）  
[パッ・ニョト、野村誠ほか/ 上
田假奈代] 
◇こえとことばとこころの部屋 

Ｄ：釜ヶ崎オ！ペラ3（10 回） 
[野村誠、マット・ピーコックほ
か/ 上田假奈代] 
◇こえとことばとこころの部屋 

ゼミ 

10～15名 

有料 

（初年度なし） 

①ファンドレイジング[雨森信] 

②評価：評価指標の想定と分析
手法[樋口貞幸] 

③ポリシーメイキング[中川眞] 

①プランニング[中川眞・雨森
信] 

②評価[樋口貞幸] 

③フィロソフィー[本間直樹] 

（大阪市立大学「アートの活用形?」公式ホームページによる） 
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（3）認知症患者支援:日本演劇情動療法協会 

①「認知症情動療法」に基づく「演劇情動療法」 

我が国の高齢化の進展は著しく、世界的にもトップランナーを走っており、まさに「超

高齢社会」に突入した。少子化とともに生産年齢人口の減少などにより、「負のスパイラル」

に入ったと言われる。何より懸念されるのが認知症高齢者の増加である。平成 24（2012）

年時点で約 462万人、65歳以上の高齢者の 15.7％を占めている。軽度の認知障害者も約 400

万人いると推計され、平成 37（2025）年には約 700 万人にも上るとされている。認知症へ

の対策は喫緊の課題であり、医療分野だけでなく、社会全体がその対応に迫られている。 

「認知症情動療法」は、東北大学の佐々木英忠名誉教授と藤井昌彦教授によって研究さ

れている、情動機能（EQ）に刺激を与えることによって認知症患者の問題行動を抑制し、

円滑な社会的生活をサポートする非薬物治療法である。平成 28（2016）年 2 月、一般社団

法人認知症情動療法協会が設立された（理事長・佐々木英忠）。それに対して「演劇情動療

法（DET：Dramatic Emotion Therapy）」は、この認知症情動療法の研究成果に基づき、認

知症患者やうつ病などの患者を対象に、プロの役者が朗読とショート演劇を行うプログラ

ムである。認知症は大脳新皮質の廊下や劣化によっておこる。しかし、大脳辺縁系は温存

されていることが多く、すなわち IQ（認知機能）を司る部位は衰えても、EQ（情動機能）

は衰えていない。「演劇情動療法」は、失われた部位（知）ではなく残された部位（情）に

働きかけることで、認知症患者の心を整流化し、BPSD（Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia、物忘れなど記憶障害や時間・場所・人などの見当識障害、睡眠障

害など）を抑制する。認知症の人たちは人間らしい豊かな表情を取り戻している。（以上「日

本演劇情動療法協会」ホームページによる。） 

②日本演劇情動療法協会の活動と芸術文化への貢献 

「日本演劇情動療法協会」は、演劇情動療法の普及、情動療法士及び情動療法を行う俳

優（プレイヤー）の育成等を目的として 2016年 1月に設立されたＮＰО法人である（所在

地：宮城県仙台市、代表者：前田有作）。認知症患者等を対象とした朗読や演劇の上演、演

劇情動療法の普及啓発活動、俳優及びアシスタントの派遣等のほか、「演劇情動療法士」の

資格認定制度を運営。仙台富沢病院での定期的プログラム、演劇情動療法ライブ

「MedET-Theatre」を中心に活動している。 

日本劇団協議会の「芸術団体における社会包摂活動の調査研究」（文化庁・平成 28 年度

戦略的芸術文化創造推進事業）では、5つの事例の 1つとして「宮城県仙台市の仙台富沢病

院における認知症高齢者への演劇情動療法の成果」が取り上げられている。また「劇場は

社会に何ができるか、社会は劇場に何を求めているか」をテーマに開催された「世界劇場

国際フォーラム 2016」（2016 年 12月 12～13日、可児市文化創造センター）で、「特別事例

報告；演劇と認知症治療の実証的可能性」として活動内容を紹介。公益財団法人仙台市産
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業振興事業団のビジネスプランコンテスト（SENDAI for Startups! ビジネスグランプリ 

2016）奨励賞を受賞した。 

「演劇情動療法」には、演劇という総合芸術であることから、認知症患者を感動させる

スキルを持った役者だけでなく、音楽・美術・衣装・ヘアメイク・照明など、多くの専門

技能を持ったさまざまなアーティストを必要とする。この「療法」はアーティストに活動

の場を提供するだけでなく、認知症患者との出会いによってアーティスト自身の新しい創

造のきっかけとなる。そして、「療法」を普及させることで、不安定と言われるアーティス

トの生活基盤を足しかなものにし、職業として確立させることに貢献する。したがって「療

法」を普及させることは、認知症の問題を解決に導くだけでなく、役者やその他のアーテ

ィストが抱える課題も一緒に解決できる仕組みを構築することを、日本演劇情動療法協会

は目指している。 

 

■「演劇情動療法士」®認定制度の概要 

級別 認定方法 受験資格等 合格特典 

3 級 

・筆記試験 

・小論文 

※郵送での出題・回答 

（受験料 15,000円） 

・3 級ライセンス受験資格取得講座の受

講（3 講座、受験資格は受講後3 ヵ月有

効） 

・テキスト「演劇情動療法のすゝめ」の購

入 

・JADETの準会員登録 

・認定証 

・演劇情動療法で使用するイメ

ージピクチャー（2 話分 8 枚） 

※2017年 3 月時点での資格取

得者は 3 名 

2 級 
・「外郎売」の暗唱 

・「父帰る」の上演 

※合宿最終日に実施 

・合宿レッスン（5 日間） 

・歌、踊り、演技、朗読に関する基礎的技

術の習得 

・認定証、バッジ 

・セッションのアシスタント資格 

1 級 ― 
・アシスタント経験10 時間以上 

・朗読・演技技術、セッションのロールプレ

イングに関する高度な技術の習得 

・認定証、バッジ 

・「演劇情動療養士」としてセッ

ションを行う資格 

（日本演劇情動療法協会ホームページによる） 

■日本演劇情動療法協会 団体概要 

団体名 
特定非営利活動法人 日本演劇情動療法協会 

Japanese Association Dramatic Emotion Therapy：JADET 

設立年月日 2016年 01 月 06 日（NPO法人設立認証） 

代表者 前田有作 

事務所所在地 宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡 5 番地 みやぎ NPOプラザ内 

定款に記された目的 認知症患者や鬱病などの患者を対象として、演劇情動療法を提供し、認知

症の予防及び認知症の症状を改善させることにより、認知症患者や鬱病な

どの患者及びその家族が、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現

に寄与することを目的とする。また、質の高い演劇情動療法を普及させるた

め、情動療法士及び情動療法を行う俳優（以下、「プレイヤー」という。）の育

成、指導及び資格認定等を行い、認知症患者や鬱病などの患者及びその家

族を支える人材を育てることにより、認知症に関する福祉の増進に寄与する

ことを目的とする。 

公式ホームページ https://www.jadet.jp/ 

（内閣府NPOホームページ登録データ等による）  
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３．京都市への提言 

（1）基本的な考え方 

①政府等の施策動向、事例研究から見えてくること 

政府や自治体における障害者の文化芸術活動支援施策の動向から見えてくることは、主

に以下のようなことである。 

1）障害者アートの展示・鑑賞の機会を支援とともに、一般の人にその存在をアピールす

る必要があること 

2）障害者アートが障害者の社会参加や生きがい創出だけでなく、文化芸術そのものにイ

ンパクトを与えることができる作品もあるということ 

3）しかし、この分野における作品収集や創作活動の実態等の基礎的情報が不足している

こと 

4）障害者アートの振興にとどまらず、アートによる社会的弱者支援をテーマとした時、

文化と福祉、教育等の個別施策分野を横断する総合的施策と、関係機関のネットワー

ク化が必要であること 

5）障害者アーティストの自立のためにはアート作品の「経済化」が必要であり、作品の

販売やデザイン等の商品化等により自立を促進すべきこと 

6）そのため、障害者アートの質を理解し、それを社会化するとともに商品化等を導く「間」

に立つプロデューサー的人材の育成が不可欠であること 

取り上げた 3 つの事例は、さまざまな「社会的弱者の支援」として、単に 1 つの事業に

完結することなく、文化芸術の経済化・商品化や、文化芸術分野と各分野をつなぐ人材の

育成、文化芸術分野の人材の救済・支援といったパースペクティブを持って活動している

という意味で、おおいに参考とすべきである。 

②基本的な考え方 

京都市にも老人施設や福祉施設、学校等を巡回して、音楽や演劇、芸能等を披露する文

化芸術ボランティアグループは数多く存在する。京都市も文化ボランティアを登録し、各

方面からの要請に応じてマッチングする仕組みは整えている。しかし、その仕組みがうま

く機能しているかどうかは、改めて見直す必要があると思われる。要はその「仕組み」を

動かす「人」の問題である。 

1つの結論は、さまざまな「社会的弱者」と文化芸術とをつなぐ人材こそが重要であると

いうことである。障害者アートを広く社会に紹介する人材、障害者アートティストを発見

する人材、その作品を商品化しそうな企業に売り込む人材、そして文化芸術と「弱者」と

をつなぐといった人材である。決して文化芸術で、さまざまな窮地にあってそこでたたず

んでいる弱者を「救う」と言うより、一時心穏やかにすることができるかも知れない文化
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芸術を「つなぐ」ことのできる人である。美術や音楽で「見守る」「寄り添う」という姿勢

を保ち続けることのできる人材である。 

伝統工芸から現代美術に至るまで、京都に豊富に立地する文化芸術施設・機関はもとよ

り、福祉施設・機関、企業のＣＳＲ部門や広報部門、文化行政・市民協働担当部局にもそ

んな人材が配置されていることが理想であろう。 

そんな人材の輩出を射程に入れた「京アート・レスキュー・プロジェクト」（仮称）を以

下に提案したい。アートによる「レスキュー」とは思い上がった言い方かも知れないが、

とにかくその「気概」を訴えるということで使用する。 

（2）京都市への提言～「京アート・レスキュー・プロジェクト」（仮称） 

①「京アート・ヒーリング・ユニット」（仮称）の結成 

「プロジェクト」の第 1 は、大地震等の被災者に対して派遣する「京アート・ヒーリン

グ・ユニット（文化芸術で癒し隊（いやしたい））」（仮称）の結成である。被災直後は食料

や避難所の確保、ライフラインの復旧等が必須であるが、しばらく時間を経てアートによ

る「ヒーリング・ユニット」を京都市として派遣する。もちろん震災被災者だけでなく、

日ごろは老人福祉施設やこども園等への慰問を行う活動を展開する。 

「いざ」という時に駆けつけることのできる、さまざまなジャンルの文化芸術関連グル

ープや個人を登録しておき、日ごろから練習を重ね、スキルに磨きをかけて準備しておく。

そして「被災者」や「障害者」だけでなく、社会的に困難を抱える人の情報をキャッチし

――例えば、高齢者を介護している家族や育児に悩む若い母親など、その集団にふさわし

い文化芸術と機会を選んで、音楽や演劇などを届けるイベントを企画する。 

②アートとビジネスをつなぐコーディネーター養成機関の整備 

第 2 は、文化芸術の目利きと同時にマーケティングにも長けた人材、アート作品の中か

ら商品化が可能なものを選び出し、それらを民間企業等に対して商品化をもちかけること

のできるコーディネート人材を養成する機関の提案である。アート・マネジメントを学ぶ

講座は市内の大学にも散見できるが、アート作品の商品化となるとアートの理解とともに

経営学・商学的知見が必要であり、やはり芸術系大学出身者を再教育する機関の整備が求

められる。 

すでにこの分野で活動しているＮＰО団体の専門家の知恵を借りながら、伝統産業から

生活関連産業、ＩＴ産業に至るまで、京都の企業ならずともアート素材を必要とする企業

に、新たな価値を訴えることのできる人材を養成するのである。実際、事例に取り上げた

ＮＰО団体にはキーマンとなる芸大出身者が存在していて、障害者アートの発掘や民間企

業等との交渉などコーディネーターとして重要な役割を果たしている。 
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③文化芸術機関と学校・福祉機関等とのネットワーク化の推進 

第 3は、文化芸術機関が中心となって学校や福祉機関にこのプロジェクトの趣旨を訴え、

文化芸術による障害者を始めとする社会的弱者に対する支援を行うことに賛同する機関間

のネットワーク化を推し進めることである。既存のＮＰО団体や文化芸術機関の専門家が

学校・福祉機関等での才能を発掘し、さらにそれを前記のコーディネート機関を通じて世

に訴えていく。 

文化芸術を必要とする社会的弱者と文化芸術資源との「間」をつなぐ人材育成や仕組み

づくりの機能、すなわち「アート・レスキュー」機能を強化していくことを共に考えてい

く必要があろう。 


